
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年１０月１５日（金）   １０：０３～１０：１４ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣，内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣，内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

堀 内 詔 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ４件 

○国会提出案件   １６件 

○政令        ４件 

○人事        ４件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「新しい資本主義

実現本部の設置」について，御決定をお願いいたします。本件につきましては，後

程，山際大臣から御発言があります。 

次に，予備費の使用について，御決定をお願いいたします。本件は，静岡県選挙

区及び山口県選挙区選出の参議院議員に欠員を生じたので，今月２４日に補欠選挙

を行うために必要な経費として，約２１億６千万円を一般会計予備費から使用する

ものであります。 

次に，「ドイツ国」，「パプアニューギニア国」，「ジブチ国」及び「イタリア国」駐

日特命全権大使の接受に御裁可を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。

本件は，１０月２１日及び２７日に，信任状捧呈の予定であります。次に，信・解

任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「エジプト

国」，「スウェーデン国」及び「ラトビア国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付

すべき信任状及び解任状であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１６件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，政令４件について，御決定をお願いいたします。まず，「物価統制令施行令

の一部を改正する政令」は，臨検検査を行う職員が携帯する証票の様式に関する規

定を削除するものであります。 

次に，「民法の一部改正法の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備政令」は，成

年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることに伴い，厚生労働省関係政令等に

ついて，所要の改正を行うものであります。 

次に，「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」は，高圧ガスの使用実態の

変化に鑑み，冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち，燃焼性リスクが小さいヘリ

ウム等について，規制を緩和するものであります。 

次に，「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律施行令の一部を改正する政令」は，事業者による環境への排出量の把握・届出

等の対象となる化学物質を見直すものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，厚生労働省大臣官房総括審議官

達谷窟庸野外２名に，国際労働機関理事会日本政府代表代理を命免することについ

て，御決定をお願いいたします。 

次に，裁判官人事といたしまして，判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外１件

について，御決定をお願いいたします。 

次に，仁科雄一郎外１５７名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたしま

す。 

次に，件名外の人事案件について，申し上げます。第３７回危険業務従事者叙勲 

３，６４６名について，御決定をお願いいたします。なお，発令日までの間に死亡
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した者につきましては，死亡日の日付で勲章を授与することとし，また，勲章を授

与することがふさわしくない事由が生じた者につきましては，その発令を留保する

こととしております。報道関係の取扱いにつきましては，１０月２１日午前５時か

ら報道解禁となっておりますので，特に御留意いただきますようお願いいたします。 

○松野国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，山際大臣から２件御発言がご

ざいます。

○山際国務大臣：まず，新しい資本主義実現本部は，総理が先日の所信表明演説にお

いて述べられた「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコン

セプトとした「新しい資本主義」を実現していくため，総理を本部長，官房長官と

担当大臣である私を副本部長とし，全閣僚から構成される本部として，内閣に設置

するものです。この閣議終了後，この実現本部を持ち回り開催し，「新しい資本主

義」に向けたビジョンを示し，その具体化を進めるため，実現本部の下に，総理を

議長，官房長官と担当大臣である私を副議長とし，関係大臣及び有識者から構成さ

れる「新しい資本主義実現会議」を設置することが決定される予定です。「新しい資

本主義の実現」は，岸田内閣の最重要課題の一つと認識しています。この会議の議

論を踏まえながら，実現本部が司令塔となって，我が国の未来を切り拓くための新

しい経済社会のビジョンを示し，その具体化を進め，新しい資本主義を起動させて

まいります。関係閣僚におかれては御協力をお願いいたします。 

次に，月例経済報告の聴取等を行うことを目的として，「月例経済報告等に関する

関係閣僚会議」を毎月開催いたしておりますが，別紙のとおり構成員を変更いたし

ますので，御了解をお願いいたします。 

○松野国務大臣：次に，総務大臣。

○金子（恭）国務大臣：１０月１８日から２４日までは，「行政相談週間」です。この

機会に「一日合同行政相談所」を各地で開設し，行政に関する御相談にワンストッ

プで対応します。この相談所には，各府省出先機関や地方公共団体等にも御参加い

ただきます。このほか，テレビ電話の活用など，コロナ禍を踏まえた様々な取組を

行い，行政相談委員とともに，全国で相談活動を展開します。また，本年は，行政

相談委員制度創設６０周年に当たることから，その周知と更なる利用促進を進めて

まいります。各大臣には，御協力に御礼申し上げますとともに，引き続きの御協力

をお願い申し上げます。

○松野国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。
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令和３年 

10月 15日 

◎ 一 般 案件

○ 新 し い 資本主 義 実 現本 部の 設 置 につ いて （ 決 定）

（ 内 閣 官房 ） 

〃 ○令 和 ３年 度 一 般会 計予 備 費 使用 につ い て （決 定）

（ 財 務 省 ） 

☆ ドイ ツ国 特 命 全権 大使 ク レ ーメ ンス ・ フ ォン ・ゲ

ッ ツ ェ 外 ３ 名の 接 受 につ いて （ 決 定） （外 務 省 ）

〃 ☆エ ジ プト 国 駐 箚特 命全 権 大 使岡  浩 外 ２ 名に 交付

す べ き 信任 状及 び 前 任特 命全 権 大 使能 化正 樹 外 ２

名 の 解 任状 につ き 認 証を 仰ぐ こ と につ いて

（ 決 定 ）               （ 同 上 ）

◎ 国 会 提出 案件

1. 参 議 院 議員 有 田 芳生 （立 憲 ） 提出 北朝 鮮 に よ

る 拉 致被 害 者の 認 定 に関 する 質 問 に対 する 答

弁 書 につ い て（ 決 定 ）     （ 内閣 官房 ）

○ 1. 参 議 院議 員 田 島麻 衣子 （ 立 憲） 提出 東 京 オリ

パ ラ 大 会の 公費 補 填 と情 報公 開 に 関す る質 問

に 対 す る答 弁書 に つ いて （決 定 ）  （ 同上 ） 

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 憲法 第２ ４ 条

と 皇 室典 範 第１ ０ 条 との 関係 に 関 する 質問 に

対 す る答 弁 書に つ い て（ 決定 ）  （宮 内庁 ）

1. 参 議 院議 員有 田 芳 生（ 立憲 ） 提 出北 朝鮮 に よ

る 拉 致問 題 と不 審 船 に関 する 質 問 に対 する 答

弁 書 につ い て（ 決 定 ）      （警 察庁 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 国が お墨 付 き

を 与 えた 西 武信 用 金 庫に よる 不 正 融資 に対 す

る 金 融庁 の 調査 姿 勢 に関 する 質 問 に対 する 答

弁 書 につ い て（ 決 定 ）      （金 融庁 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 公職 選挙 法 上

禁 止 され て いる 街 頭 演説 に字 幕 を 付す るこ と

と 聴 覚障 害 をお 持 ち の方 への 配 慮 に関 する 質

問 に 対す る 答弁 書 に つい て（ 決 定 )( 総 務省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り
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1. 参 議 院 議員打 越 さ く良 （立 憲 ） 提出 選択 的 夫

婦 別 姓制 度 に関 す る 質問 に対 す る 答弁 書に つ

い て （決 定 ）          （法 務省 ）

1. 参 議 院議 員打 越 さ く良 （立 憲 ） 提出 技能 実 習

に 関 する 質 問に 対 す る答 弁書 に つ いて

（ 決 定）             （ 同上 ）

1. 参 議 院議 員有 田 芳 生（ 立憲 ） 提 出日 朝首 脳 会

談 の 実現 に 関す る 質 問に 対す る 答 弁書 につ い

て （ 決定 ）           （外 務省 ）

1. 参 議 院議 員打 越 さ く良 （立 憲 ） 提出 生活 保 護

基 準 の級 地 区分 に か かる 自治 体 等 との 調整 等

に 関 する 質 問に 対 す る答 弁書 に つ いて

（ 決 定）          （ 厚 生労 働省 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 法人 成り し た

障 害 者に 関 する 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定）             （ 同上 ）

1. 参議院議員浜田聡（みん）提出「生理の貧困」

と 生 活保 護 の関 係 に 関す る質 問 に 対す る答 弁

書 に つい て （決 定 ）        （ 同上 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 イベ ルメ ク チ

ン 耐 性ヒ ゼ ンダ ニ が 出現 した 場 合 にお ける 対

処 法 に関 す る質 問 に 対す る答 弁 書 につ いて

（ 決 定）             （ 同上 ）

1. 参 議 院議 員室 井 邦 彦（ 維新 ） 提 出堂 島取 引 所

コ メ 先 物取 引本 上 場 申請 不認 可 に 関す る質 問

に 対 す る答 弁書 に つ いて （決 定 ）

（ 農 林 水 産省） 

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 国が お墨 付 き

を 与 えた 西 武信 用 金 庫に よる 不 正 融資 に対 す

る 国 土交 通 省の 調 査 姿勢 に関 す る 質問 に対 す

る 答 弁書 に つい て （ 決定 ）  （ 国 土交 通省 ）

1. 参 議 院議 員浜 田 聡 （み ん） 提 出 ワク チン 大 規

模 接 種の 延 長に よ っ てグ ラン キ ュ ーブ 大阪 の

利 用 承認 処 分を 撤 回 され た者 が ， 生じ た損 失

の 補 償を 求 める こ と 等に 関す る 質 問に 対す る

答 弁 書に つ いて （ 決 定）     （防 衛省 ）
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◎ 政 令 

○ 物 価 統 制令施 行 令 の一 部を 改 正 する 政令 （ 決 定）

消 費 者 庁 ・ 財 務 ・ 厚 生 労 働 ・

農林水産・経済産業・国土交通省

〃 ○ 民法 の一 部 を 改正 する 法 律 の施 行に 伴 う 厚生 労働

省 関 係 政 令 等の 整 備 に関 する 政 令 （決 定）

（ 厚 生 労 働省） 

〃 ○高 圧 ガス 保 安 法施 行令 の 一 部を 改正 す る 政令

（ 決 定 ） （経 済産 業 省 ） 

〃 ○ 特定 化学 物 質 の環 境へ の 排 出量 の把 握 等 及び 管理

の 改 善 の 促 進に 関 す る法 律施 行 令 の一 部を 改 正 す

る 政 令 （ 決 定） （ 環 境・ 厚生 労 働 ・経 済産 業 省 ）

◎ 人 事 

☆ 厚 生 労 働省大 臣 官 房総 括審 議 官 達谷 窟庸 野 外 ２名

に 国 際 労働 機関 理 事 会日 本政 府 代 表代 理を 命 免 す

る こ と につ いて （ 決 定）

☆ 堀 内 有 子を判 事 兼 簡易 裁判 所 判 事に 任命 し ， 判事

兼 簡 易 裁判 所判 事 髙 橋善 久を 願 に 依り 免ず る こ と

に つ い て（ 決定 ）

☆ 東 北 大 学名誉 教 授 仁科 雄一 郎 外 １５ ７名 の 叙 位又

は 叙 勲 につ いて （ 決 定）

〔 ○ 署 名あ り ☆ 署 名な し〕

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り
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令和３年 

10月 15日 

◎ 人 事 

○ 第 ３７ 回 危険 業 務 従事 者叙 勲 に つい て（ 決 定 ）

〔 ○ 署 名あ り ☆ 署 名な し〕

（ 金 ）件 名 外 案 件

資 料
あ り
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